
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管部（局）・課  県土整備部まちづくり課   

法令名 土地区画整理法 法令番号 昭和２９年法律１１９号 

手続名 個人施行の廃止 根拠条項 第１３条第１項 
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 （廃止の認可） 
  過去に実績がないので当分の間審査基準を設けない。 
 
 
 （終了の認可） 
  １ 土地区画整理事業の終了が明らかであること。 
   
  ２ その他、法令に適合していること。 
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